
岐阜県福祉サ－ビス第三者評価事業評価結果表 

令和３年 4月 1日改正 

（令和３年 4月 1日適用） 

①第三者評価機関名 

特定非営利活動法人 岐阜後見センター 

 

②施設・事業所情報 

名称：早田保育園 種別：保育所 

代表者氏名：篠 田 正 男 定員（利用人数）：   ６３ 名 

所在地：岐阜市早田東町６丁目３５番地                         

TEL：０５８‐２１６‐２２６０ ホームページ： 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日 令和４年４月１日 

 経営法人・設置主体（法人名等）：学校法人 城北学園 

 職員数 常勤職員：     １０ 名 非常勤職員      ６ 名 

 専門職員 （専門職の名称）     名  

保育士        ９ 名 保育士        ４ 名 

栄養士        １ 名  

 施設・設備

の概要 

（居室数）       （設備等） 

保育室 ４室  

 

③理念・基本方針（※転載） 

 

保育の理念 

◆子どもの最善の利益を保障します。 

 可能性に満ちたすべての乳幼児の幸せのために、子どもの主体性を尊重し、一人一人の 

人権を守ります。 

◆子どもにとって最もふさわしい生活の場を保障します。 

 すべての子どもが安心できる環境の中で、遊びを通して学びの目を育みます。職員は、 

専門性や人間性を発揮し、愛情と信頼に満ちた環境の中で子どもの自己肯定感を育み、 

養護と教育が一体となった質の高い保育に努めます。 

◆家庭援助や地域における支援を積極的にすすめます。 

保育園に入園している子どもの保護者とともに成長の喜びを共有し、子育てを支えて 

いきます。また、地域の子育て家庭への支援にも努めます。 

 

 

 

 

 



④施設・事業所の特徴的な取組（※評価機関において記入） 

 

・毎朝の体操やマラソン、サーキット遊びを行い、体力づくりにつながっている。 

・年長児は保育所から取り組んでいる竹太鼓と竹馬を運動会で発表し、子どもたちの自信につ 

ながっている。 

・園内にある畑や周囲の自然等も保育に取り入れ、小規模ならではの家庭的な雰囲気の中、異 

年齢保育も行いながら、生きる力を育てている。 

 

 

⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

令和 ６ 年 ８ 月９日（契約日） ～ 

令和 ７ 年 ３ 月３１日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）      初 回（令和  ６ 年度） 

 

⑥総評 

 

＜全体総評＞ 

本園は、令和４年に開設してまだ２年であるが、学校法人としては、歴史と実績があり、そ

の経験知を生かして、様々な取り組みが行われつつある。福祉サービス第三者評価も今年度初

めて受審されることになった。小規模園ながらも、メリハリの利いた人材配置と職員ワンチー

ムとしての協働力でもって、日々、園運営がなされている。また、今年は新園舎の建て替えで、

法人他施設の建物を仮園舎としており、ハード面では不自由さもあるが、その中でも、できる

限り最善を尽くして子どもたちと向き合い、意欲的に保育実践にあたっている。それに呼応す

るかのように、訪問の際には、子どもたちが生き生きと活動している様子がうかがえた。 

 

 

◇特に評価の高い点 

＜快適な保育環境に恵まれている中、積極的に戸外活動をしている。＞ 

採光と開放感にあふれ、美化に対する意識が高く廊下等を含めて園内の整理整頓が行き届い

ている。現在は、園舎の建て替え工事で園舎を借りている状態のため、手狭であるが、天気の

良い日は共有の園庭の広い開放的な空間の中で、自然に触れながら子どもたちは思う存分身体

を動かしている。 

 

＜一人ひとりを大切にした保育を行っている。＞ 

 家庭的な雰囲気の下、自然な形で異年齢交流が行われ、全職員が一丸となって子どもや保護者と

の信頼関係を築いている。そのために「安心できる保育者との関係」を大切に考え、限られた人数

の職員配置の中で職員間の連携を図るとともに、子ども一人ひとりを温かく受け止め、子どもの生

活リズムやペースに合わせた保育を実践している。 

 

 



◇改善を求められる点 

＜全体的な計画の作成については全職員参画の下、取り組まれたい。＞ 

本園は、民間移管されてからまだ日が浅いため、計画の作成について、管理層のみで作成さ

れている。今後は保育に関わる全職員の参画の下、子どもの発達や家庭、地域の実態も踏まえ、

特色あるこども園を目指す計画内容になるよう、検討されること期待したい。 

 

＜規程、マニュアル類の総点検の実施に向けた取り組みに期待したい。＞ 

 規程、マニュアルの系統的な整理については、まだ、途上の段階であり、課題が残るところであ

る。今後の取り組みに期待したい。 

 

 

 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

 

今回、初めて福祉サービス第三者評価を受審いたしましたが、自己評価や第三者評価を通し

て、保育のあり方や園の運営全般について改めて見直すよい機会となりました。今後、改善に

努めることで、より良い保育の実践につなげていきたいと思います。 

 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


